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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。酷暑も過ぎて、近ごろは、朝晩はめっきり涼しくな

りました。しかし、これからが夏ばての症状が出るそうでございますんで、皆さん、御自愛なさ

れますように。 

 また、きょうは、インターンシップで大学生の皆さんが傍聴に見えております。恥ずかしくな

いように、ひとつよろしくお願いします。 

 開会前に、広報特別委員会より、会期中の議場内写真撮影の申し出があっており、許可したい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 ただいまから、平成２９年第３回須恵町議会定例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に議会運営委員会の経過報告を求めます。１１番、原野敏彦君。 

○議員（１１番 原野 敏彦）  おはようございます。ただいまより議会運営委員会の報告を申し

上げます。 

 平成２９年第３回定例会議会運営委員会の協議結果を報告いたします。 

 去る８月２５日、午前１０時より議会運営委員会を開催し、平成２９年第３回定例会の運営に

ついて協議検討いたしました。 

 今回、提出された案件は、議案が１４件、報告２件、諮問２件、ほか町長諸報告４件並びに閉

会中の組合議会報告４件でございます。 

 会期は本日９月１日から９月１３日までの１３日間としております。 

 委員会付託につきましては、議案第４７号から第５２号まで、決算認定議案であり、一括提案

として決算審査特別委員会に付託し、議案第５６号は予算審査特別委員会に付託します。常任委

員会につきましては、総務建設産業委員会４件、文教厚生委員会２件、議案第５５号監査委員の

選任及び報告２件、諮問２件につきましては、本日、採決を行います。 

 一般質問は、９月の７日午前９時から行い、終了後、全員協議会を特別会議室において開催を

いたします。 

 ９月１３日、最終本会議では、議案１３件の採決を行うようにしております。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第３回定例会の会期を本日から９月１３日までの１３日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第３回定例会の会期を本日から９月

１３日までの１３日間と決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について

○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１１７条の規定により、２番議員、３番議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．町長諸報告

○議長（三  良人）  日程第３、町長の諸報告を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  ９月定例会を開催いたしましたところ、全員御出席のもとに議会開催でき

ますことをまことにうれしく思っております。 

 それでは、諸般の報告をさせていただきます。報告の順番が若干変わると思いますが、まず最

初に、北部九州豪雨にかかわる支援を１番にさせていただきたいというふうに思っております。 

九州北部豪雨に係る支援について  

 平成２９年の７月の５日、６日にかけて発生いたしました九州北部豪雨の災害に対しまして、

被災されました皆様方にまずもってお見舞いを申し上げたいというふうに思っております。 

 さて、本町では、被災された市町村への人的支援といたしまして、８月までに９名の職員を現

地に派遣いたしております。救援の集積場、それから、災害ごみの受付、被災者の相談業務など

を行ってまいりました。このほかにも、災害ボランティアとして、本町の消防団員あるいは一般

町民の方々が支援活動に参加されていると伺っております。 

 また、糟屋郡の７町では、義援金といたしまして、東峰村、朝倉市、添田町に合計

１,２００万円をお送りいたします。そのうち、本町からは１３８万円を予備費から支出いたし

ております。 

 災害発生から２カ月を経過いたしておるわけでございますが、被災地の１日も早い復旧を心よ

りお祈り申し上げますとともに、今後とも積極的に支援活動を行ってまいりたいと、そのように

思っております。 

平成２８年度一般会計決算について  

 次に、２８年度の一般会計決算について御報告申し上げます。 

 平成２８年度一般会計決算につきましては、歳入総額８９億８,２１３万２,０３０円に対しま

して、歳出総額は８６億６,１６８万５,３９０円、歳入歳出差引額は３億２,０４４万

６,６４０円でございます。前年度決算に対しまして、歳入は１.８％、歳出は１.２％の増とな

っております。平成２７年度をさらに上回る決算を出しております。平成２８年度の決算額は歳
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入歳出ともに過去最高であったというところでございますが、そのように、決算の最高額を更新

いたしております。 

 財政構造の弾力性を示します経常収支比率につきましては、８５.５％から８８.６％へ、

３.１ポイント硬直化をしたわけでございますが、これは、経常一般財源収入の地方交付税並び

に臨時財政対策債の減少が経常収支比率を押し上げた大きな要因であると思っております。 

 では、具体的に、歳入から申し上げますと、町の自主財源の７割を占めております町税でござ

いますが、２８億６,２６３万円となっておりまして、主に、個人住宅あるいは事業所並びに償

却資産の増によりまして、固定資産税の税収が伸びており、町税全体で２.９％の増となってお

ります。 

 次に、本町予算の約２割を占めます地方交付税は、１９億９,８９４万円でございまして、率

に対しまして６.６％の減となっております。人口あるいは事業所の増加によりまして、町税収

の増加のため、交付税額が減額となったというふうに分析いたしております。 

 前年度より大幅に増加したのは繰入金でございます。財源不足の補填といたしまして、財政調

整基金を３億円取り崩して、歳入へ繰り入れております。 

 次に、歳出でございますが、まず、人件費でございますが、１２億６１８万円。３,３８８万

円の増額でございます。率にいたしまして、２.９％でございます。職員数に対しましては、

２７年度末の退職者が４名、２８年度の採用１０名で、６名の増でございました。 

 次に、普通建設事業でございますが、１１億３,６５３万円。前年度同様に、公共施設の整備

など、大きな事業を行っておりまして、１,４９７万円の増額になります。率にいたしまして、

１.３％の増でございます。 

 平成２８年度の主な事業といたしましては、補助事業では、須恵東中学校の大規模改造、城山

団地の道路改良、旅石・乙植木線の舗装改良のほか、オープンイノベーションセンター、これは

仮の名前でございますが、の建設など、施工をいたしました。 

 単独事業では、アザレア幼児園跡の駐車場整備のほか、平成２７年度から継続事業としてアザ

レア幼児園の建設、文化会館空調更新、須恵中学校校舎外壁の改修などを行いました。 

 次に、繰出金でございますが、平成２８年度への特別会計への繰出金は１１億９,７２２万円

で、１,６１９万円の増額でございます。率にいたしまして、１.４％の増でございます。 

 主なものといたしましては、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への約６億

２,７００万円、公共下水道事業特別会計への約２億６,８００万円の支出でございます。介護保

険事業への約２億６,４００万円の繰り出しでございます。なお、財政調整基金、減債基金につ

きましては、利子あるいは不動産売買収入５３５万円を積み立てております。 

 基金の取り崩しにつきましては、当初予算では、財政調整基金５億６,０００万円を繰入金の
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予算として計上しておったわけでございますが、最終的には、財政調整基金から３億円の取り崩

しとなりました。財政調整基金、減債基金を合わせましたところ、平成２８年度末の基金残高は

２５億８,２４６万円となっております。 

 今後も多くの公共施設の整備・更新が控えておりまして、財源の確保が最も懸念されておると

ころでございますが、議員皆様、町民皆様の御理解と御協力を今後とも願うものであります。 

 最後に、議案の提出に合わせまして、財政健全化法によります財政の健全化判断比率及び公営

企業の資金不足比率を、監査委員の意見をつけまして御報告しておりますが、両比率に対しまし

ては、昨年度に引き続き、正常の範囲内であることを申し添えます。 

無料Ｗｉ－Ｆｉによる住民へのインターネット接続サービスの提供について  

 次に、無料Ｗｉ－Ｆｉによる住民へのインターネット接続サービスの提供についてでございま

す。 

 来月１０月２日からでございますが、町民の利便性の向上を図るために、無料Ｗｉ－Ｆｉの利

用を開始いたします。利用できる施設といたしましては、庁舎、アザレアホール須恵、地域活性

化センター、須恵町図書館の４カ所でございます。このサービスは、スマートフォンなどの端末

からインターネットへの接続を無料で提供するものでございます。 

 現在、情報通信インフラの中でも、災害に強く、地域活性化のツールといたしましても有効な

Ｗｉ－Ｆｉへの注目が高まっておるところでございますが、このＷｉ－Ｆｉは、電話回線が混雑

して利用できない場合でも、インターネットにアクセスしやすく、また、スマートフォンを初め、

利用可能な端末が急速に普及している現在では、災害時におきましても、効果的に情報を受発信

できるものでございます。 

 一方、無料Ｗｉ－Ｆｉの利用に関しましては、最近、サイバー犯罪などの取り沙汰をされてお

りますが、今回提供します無料Ｗｉ－Ｆｉは、セキュリティ対策といたしましても、ＷＰＡ２と

いう最新の暗号化を施し、その安全性を高めております。また、児童なども利用することが考え

られますので、フィルタリングをかけることによって、有害な情報へのアクセスも制限いたしま

す。 

 なお、町民皆様の周知につきましては、広報９月号あるいはホームページに掲載して、多くの

方々に利用を促すようにいたしております。 

平成２８年度水道事業会計決算について  

 次に、２８年度の水道事業決算についてでございます。 

 平成２８年度は平年以上の雨量に恵まれまして、水の安定供給ができたと思われます。平成

２８年度収支は、消費税抜きで、水道事業収益が５億９,９８０万９,９３９円に対しまして、同

経費は５億５,５６７万９,７２１円で、差し引き４,４１３万２１８円の黒字となっております。 
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 収入面では、長引く経済活動の停滞、節水意識の浸透など、水需要はここ数年横ばい状態であ

り、水道料金の伸び悩みが生じております。費用面では、経費の削減に努めてまいりましたので、

４,４００万円余りの純利益となっております。 

 その結果、当年度未処分利益剰余金は４億６５９万６,４１９円となりました。今まで以上に

経常経費の削減と経営の効率化を図りまして、水道事業の健全な経営維持と良質な水を安定的に

供給できるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（三  良人）  これより、町長の諸報告に対する質問に入りますが、議案に関係のある事

項につきましては、提案のときにあわせて質問をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質問に入ります。質問はありませんか。―質問なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議会報告

○議長（三  良人）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 まず、閉会中に須恵町外二ケ町清掃施設組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告

を求めます。１４番、今村桂子君。 

○議員（１４番 今村 桂子）  おはようございます。須恵町外二ケ町清掃施設組合議会定例会が

開催されましたので、報告をいたします。 

 去る８月１６日、平成２９年第２回定例会が開催されました。議事日程につきましては、お手

元に配付している資料のとおりとなっておりますので、御参照ください。 

 まずは、組合長報告ですが、し尿処理施設「酒水園」につきましては、放流水は安定した水質

が維持されており、平成２８年度の搬入量は１万３,９７６キロリットルのし尿を処理し、順調

に処理業務が行われています。 

 しかし、施設は昭和５７年より稼動し３５年が経過、老朽化が進んでいる現状で、点検、維持、

補修を繰り返しながら延命化対策を図っています。 

 また、クリーンパークわかすぎの運営・管理につきましては、ＲＤＦ施設及びリサイクルプラ

ザ、両施設とも順調に稼働しており、ＲＤＦ施設では、平成２８年度１年間で約４万

２,０８０トンの可燃ごみを処理し、約２万４,９０２トンのＲＤＦを大牟田リサイクル発電所へ

搬出しました。 

 リサイクルプラザでは、約２,５７２トンの不燃・粗大ごみを処理しており、そのうち、有価

物としてアルミ缶、スチール缶合わせて１５０トン、ペットボトル１８０トン、破砕鉄、２級鉄、

アルミ缶等３７０トンを排出し、約２,８６９万円の売却益が出ています。 

 大牟田リサイクル発電関係につきましては、６月３０日に株主総会が行われ、平成３４年度末
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で大牟田リサイクル発電事業の終了が報告されています。当期の稼働実績としては、平成２８年

度熊本地震により、阿蘇広域行政事務組合のＲＤＦ製造施設が被災し、一時ＲＤＦの搬入がとま

り、搬入量が減となったのに伴い、焼却量も減っています。その結果、当期純利益は前期比

７,６１２万４,０００円減の２億５,１８２万１,０００円を計上し、繰越利益余剰金は８億

３２２万５,０００円となったとの報告がありました。 

 最後に、事業延長に関する地元対策事業につきましては、平成２８年度から平成３０年度まで

の３年間で行うこととなっており、平成２８年度においては、３井堰の改修等４,２８１万

７,６００円の周辺環境整備を行い、今後も継続していくとの報告があっております。 

 続きまして、議案ですが、議案第４号は、平成２８年度須恵町外二ケ町清掃施設組合一般会計

歳入歳出決算の認定についてです。歳入総額２４億４,０９６万８,９４７円、歳出総額２２億

３,１８７万４,８４８円で、歳入歳出差引残高は２億９０９万４,０９９円となっています。須

恵町の分担金は４億７,８１８万４,０００円で、３町分担金総額の３０.６７％となっています。

全員賛成で認定としています。 

 議案第５号は、平成２９年度須恵町外二ケ町清掃施設組合一般会計補正予算（第１号）につい

てです。 

 主なものは、歳入では、構成町３町分担金の減額。志免町、宇美町２町の受託事業収入の減額

です。須恵町負担金については２,９０５万９,０００円の減額となっています。歳出では、地元

との施設の稼働延長協定による諸条件を、平成２８年度から３年間で実施する地元対策負担金

８,７１４万６,０００円の増額です。全員賛成で可決しています。 

 なお、議案書及び平成２８年度歳入歳出決算書については、議員控室に置いておりますので御

参照ください。 

○議長（三  良人）  次に、粕屋南部消防組合議会の報告を求めます。９番、田原重美君。 

○議員（９番 田原 重美）  おはようございます。粕屋南部消防組合議会報告をさせていただき

ます。 

 平成２９年８月１７日に、粕屋南部消防本部において第３回定例会が開催されました。議事日

程については、お手元の資料のとおりでございます。 

 議案第１４号粕屋南部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定については、地方

公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律の一部を改正する法律の改正に伴い、国法との整合性を図るため、勤務時間

に関する条例と休日及び休暇に関する条例の改廃を行うもので、全員賛成で可決しました。 

 議案第１５号粕屋南部消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員に対する育児休
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業など、現行条例の一部を改正するもので、全員賛成で可決しました。 

 議案第１６号平成２８年度粕屋南部消防組合一般会計歳入歳出決算認定については、歳入総額

１９億９,２４２万９,１４４円、歳出総額１９億６,０３３万８,９５４円、歳入歳出差引額

３,２０９万１９０円となっており、全員賛成で認定しました。 

 議案第１７号平成２８年度粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計歳入歳出決算

認定については、歳入総額４,７９１万５,９５６円、歳出総額３,７７６万８,６４２円、歳入歳

出差引額１,０１４万７,３１４円となっており、全員賛成で認定しました。 

 報告第１号は、平成２８年度粕屋南部消防組合一般会計繰越明許費繰越計算書について報告で

す。 

 一般質問では、粕屋町、田川議員より、原発事故に対する消防署の放射線防護服などについて、

志免町、寺田議員より、平成２９年７月の九州豪雨災害に関連し、宇美川と須恵川の災害シミュ

レ－ションをつくっているが、冠水時の緊急車両の対応などについて、質問がなされました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いていますので、御参照いただきますようよ

ろしくお願いします。 

 以上、粕屋南部消防組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、北筑昇華苑組合議会の報告を求めます。８番、猪谷繁幸君。 

○議員（８番 猪谷 繁幸）  北筑昇華苑組合議会報告をさせていただきます。 

 平成２９年８月２１日に、古賀市役所会議室において、第２回定例会が開催されました。 

 日程第５、報告第２号北筑昇華苑整備計画書策定業務調査報告書の概要について説明がありま

した。 

 施設は、建設後３５年が経過し、建物全体の老朽化が見られ、火葬件数の増大や葬送習慣の変

容など、長期的な展望に基づいた対応が求められることから、当該調査を実施し、報告書が作成

されました。 

 報告書に基づき、火葬状況・建物等の現状把握、また将来の予測等から、今後の運営方針を含

め、建物や設備、または火葬炉の改修・整備等の事業計画について報告がありました。 

 日程第６、第７号議案北筑昇華苑組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、当該

条例の育児休業の対象となる子の範囲の拡大を改正するもので、全員賛成で可決されました。 

 日程第７、第８号議案平成２８年度北筑昇華苑組合会計決算の認定については、歳入総額２億

８,８３６万４,６４５円、歳出総額２億４,４００万２５６円、歳入歳出差引額４,４３６万

４,３８９円となっており、全員賛成で認定されました。 

 また、詳細につきましては、議員控室に置いてありますので、御参照ください。 
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 以上、北筑昇華苑組合の報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。１２番、

三上政義君。 

○議員（１２番 三上 政義）  糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告をさせていただきます。 

 平成２９年８月２８日に糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合において、第２回定例会が開催され

ました。議事日程につきましては、お手元に資料を配付しておりますので、ごらんのとおりでご

ざいます。 

 議案第４号は、平成２９年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計補正予算（第１号）に

ついてで、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,６２５万２,０００円を追加し、歳入歳

出それぞれ９,１０７万８,０００円とするものでございます。 

 これは、総務費の林業総務費において、造林事業委託料１,６４７万円の増額で、それに伴い、

歳入の前年度繰越額の増が主なものとなっております。全員賛成で可決いたしました。 

 議案第５号は、平成２８年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。 

 歳入総額７,５４２万８,３９６円、歳出総額５,８５８万９,４４４円、歳入歳出差引額

１,６８３万８,９５２円となっており、全員賛成で認定いたしました。 

議案第６号は、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合組合長の選挙については、指名推選により、粕

屋町の篠﨑久義氏が再選されました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いておりますので、御参照いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合報告を終わります。 

○議長（三  良人）  その他、閉会中の活動につきましては、議席に資料を配付しておりますの

で、報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質問に入ります。質問はありませんか。―質問なしと

認めます。 

 これより、議案の付議に入りますが、一括議題についてお諮りします。 

 議案第４７号から議案第５２号は、それぞれ関連議案でありますので、一括議題とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第４７号
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日程第６．議案第４８号

日程第７．議案第４９号

日程第８．議案第５０号

日程第９．議案第５１号

日程第１０．議案第５２号

○議長（三  良人）  日程第５、議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定

について、日程第６、議案第４８号平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第７、議案第４９号平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、日程第８、議案第５０号平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、日程第９、議案第５１号平成２８年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第５２号平成２８年度須恵町水道事業会計決算の

認定について、以上、６議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉会計管理者。 

○会計管理者（今泉 俊裕）  おはようございます。それでは、議案第４７号から議案第５１号ま

での平成２８年度須恵町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の認定について、一括して御説

明申し上げます。なお、先ほどの町長の諸報告と一部重複する部分があるかと思いますが、御了

承をお願いいたします。 

 また、監査委員による決算審査につきましては、去る７月１８日から７月３１日まで実施いた

だきまして、意見書を提出していただいておりますので、決算の内容、主な財政指標等、後ほど

御参照いただきたいと存じます。 

 まず、議案第４７号平成２８年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、

別冊の平成２８年度須恵町歳入歳出決算書をお願いいたします。 

 決算書の１０ページでございます。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額８９億

８,２１３万２,０３０円に対しまして、歳出総額８６億６,１６８万５,３９０円で、歳入歳出差

引額、形式収支は、３億２,０４４万６,６４０円です。この形式収支から翌年度へ繰り越すべき

財源、繰越明許費繰越額６,１１４万９,０００円を差し引いた実質収支額は２億５,９２９万

７,６４０円となっております。 

 この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支は２,９９８万７,６５９円の

黒字ですが、これに、なお黒字要素の財政調整基金への積立額４９２万５,０００円を加え、赤

字要素であります財政調整基金からの取崩額３億円を差し引いた実質単年度収支は２億

６,５０８万７,３９１円の赤字となりました。 

 前のページ、２ページ、３ページに戻っていただきまして、歳入の主な構成比を申し上げてい
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きます。 

 １款町税は歳入全体の３１.９％、６款地方消費税交付金５.０％、９款地方交付税は

２２.２％、次の４ページ、５ページの１３款国庫支出金１２.１％、１４款県支出金６.０％、

１７款繰入金３.３％、２０款町債８.５％で、一番下の合計欄、収入済額合計の予算総額に対す

る収入率は９６.０％、調定額に対する収入率は９８.３％となっております。 

 次に、６ページ、７ページの歳出でございます。 

 歳出の主な構成比を申し上げます。２款総務費は歳出全体の１２.２％、３款民生費３９.９％、

４款衛生費１１.３％、８款土木費７.７％。次の８ページ、９ページにいきまして、９款消防費

３.８％、１０款教育費１４.５％、１２款公債費７.０％となっております。歳出予算で翌年度

へ繰り越す額は４億４,０５１万４,１０８円で、主なものは須恵東中学校大規模改造の第２期工

事費、臨時福祉給付金給付事業、それから、保育施設整備事業などであります。一番下の合計欄

の支出済額合計の予算総額に対する執行率は９２.６％ですが、予算現額から翌年度繰越額を除

いた執行率は９７.２％となっております。 

 次に、議案第４８号平成２８年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。１８４ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額３７億３,５９１万９７８円に対して、歳出総額

３７億３,１２５万５,６００円で、歳入歳出差引額は４６５万５,３７８円となり、実質収支額

も同額です。これを単年度収支で見ますと、１７５万５,７２６円の赤字です。これからなお、

赤字要素であります法定繰入金以外の一般会計からの繰入金４,４００万円を差し引き、黒字要

素であります前年度分の国庫負担金の返還金１,２９２万８０４円を加えた実質単年度収支も

３,２８３万４,９２２円の赤字となってございます。歳入合計額の予算に対する収入率は

１００.１％、調定に対する収入率は９２.７％、歳出合計額の予算に対する執行率は９９.９％

となっております。 

 次に、議案第４９号平成２８年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

ですが、２１６ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額３億１７０万２,５８１円に対して、歳出総額２億

８,７２８万４,２３０円で、歳入歳出差引額は１,４４１万８,３５１円、実質収支額も同額です。

歳入合計額の予算に対する収入率は１００.６％、調定に対する収入率は９８.６％、歳出合計額

の予算に対する執行率は９５.８％となっております。 

 次に、議案第５０号平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございます。２３４ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額１１億１,０１６万２,２０７円に対して、歳出総額
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１１億３２８万７,３８２円で、歳入歳出差引額は６８７万４,８２５円、実質収支額も同額です。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.２％、調定に対する収入率は９８.８％、歳出合計

額の予算に対する執行率は９９.６％となっております。 

 最後に、議案第５１号平成２８年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございます。２５６ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額７,６５８万２,６６１円に対し、歳出総額

７,３１６万４,９０２円で、歳入歳出差引額は３４１万７,７５９円、実質収支額も同額でござ

います。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.１％、調定に対する収入率は９９.４％、歳出合計

額の予算に対する執行率は９５.７％となっております。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  次に、世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  おはようございます。議案書の６ページをお願いします。 

 議案第５２号平成２８年度須恵町水道事業会計決算の認定についてでございます。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２８年度須恵町水道事業会計決算書を監査

委員の意見をつけて認定に付するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の平成２８年度水道事業会計決算書で説明させていただきます。１ページ、２ページをお

願いいたします。 

 平成２８年度須恵町水道事業決算報告書でございます。なお、以下、消費税込みの決算額を述

べさせていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出のうち、収入は第１款水道事業収益、２ページの２列目で、決算額

６億４,５３７万８７円、前年度比２.３％の増でございます。主なものは、給水収益及び手数料

の増でございます。 

 次に、支出は第１款水道事業費用、２ページの３列目で、決算額５億７,４８０万３,３８６円、

前年度比０.６％の増でございます。 

 次に、３ページ、４ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出のうち、収入は第

１款資本的収入、４ページの３列目で、決算額１億１,５６４万３,５８０円、前年度比７.９％

の減でございます。これは、下水道工事に伴う工事負担金の減収でございます。 

 次に、支出は第１款資本的支出、４ページの２列目で、決算額２億８,４６６万９,２３５円、

前年度比８.１％の減でございます。これは、下水道工事に伴う工事請負費及び浄水施設耐震補

強工事請負費並びに佐谷・立毛地区測量実施設計業務委託料等の減でございます。 

 ３ページの下段です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億６,９０２万５,６５５円
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は、損益勘定留保資金で補填しました。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第４７号から議案第５２号については、議長、監査委員を除く１２人で構

成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することにしたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第４７号から議案第５２号は決算審

査特別委員会に付託し、審査することに決定しました。 

 なお、特別委員会の正副委員長については、調整ができておりますので、報告します。委員長

に今村桂子君、副委員長に松山力弥君であります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第５３号

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第５３号工事請負契約の締結についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。平山まちづくり課長。 

○まちづくり課長（平山 幸治）  おはようございます。議案書７ページをお願いいたします。 

 議案第５３号工事請負契約の締結についてでございます。下記工事の請負契約締結について、

須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により本議会の議決を求めるものでございま

す。 

 工事名、城山防災会館（仮称）建設工事、契約方法、指名競争入札、請負金、９,８０６万

４,０００円、請負者、福岡県糟屋郡須恵町大字植木５６９番地２、株式会社若杉建設、代表取

締役、若杉良富、契約保証の方法、契約保証金、現金９８０万７,０００円、条件、工期、契約

の効力が生じた日から平成３０年３月１５日まで。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。

よって、議案第５３号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５３号工事請負契約の締結につい

てを総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第５４号

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第５４号名誉町民の推戴についてを議題とします。提案
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理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第５４号でございます。名誉町民の推戴についてということでござい

ます。名誉町民に下記の者を推戴したいので、須恵町表彰条例第１０条第１項の規定により、本

議会の同意を求めるものでございます。 

 今まで、原田昇町長が名誉町民でありましたが、今、亡くなられて、名誉町民はおってないわ

けでございます。今回、元運輸副大臣の渡邉具能氏を推戴しようとするものでございます。住所、

東京都港区芝４丁目１６番の１、氏名、渡邉具能氏、生年月日、昭和１６年４月７日生まれ、

７６歳でございます。 

 提案理由といたしましては、本町出身でありますし、本町の産業、経済等の発展に貢献され、

その功績が卓越であり、かつ、深く町民の尊敬を受ける者として、須恵町表彰条例第３条の規定

に該当するために、名誉町民の推戴について提案するものでございます。経歴書については、次

ページに載せております。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。―質疑なしと認めます。よって、議案第５４号を総務建設産業委員会に付託したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５４号名誉町民の推戴についてを

総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第５５号

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第５５号須恵町監査委員の選任についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第５５号須恵町監査委員の選任についてございます。 

 須恵町監査委員に下記の者を選任したいので、地方自治法第１９６条の規定によりまして、本

議会の議決を求めるものでございます。 

 現監査委員の百田清二監査委員が２期８年やってこられたわけでございますが、本町の慣例と

いたしましては、監査委員は２期というような状況でございます。その後、適任者を探しており

まして、糟屋郡須恵町大字須恵６６９番地、氏名が吉松辰美氏、昭和２７年６月２４日生まれの

６５歳でございます。この方を選任したいということでございます。 

 提案理由といたしましては、須恵町監査委員百田清二氏が平成２９年１２月２１日をもって任

期満了のため、その後任の選任を提案するものでございます。経歴書については、次ページに掲

載をいたしておりますので、参照していただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 
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○議長（三  良人）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。討論を省略し、これより採決を行います。本案に

御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５５号須恵町監査委員の選任につい

ては、原案のとおり可決し、同意することに決定しました。 

 ここでお諮りいたします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１１時

１０分といたします。休憩に入ります。 

午前10時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時09分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第５６号

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第５６号平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第

２号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  では、議案書は１２ページをお願いいたします。議案第５６号平成

２９年度須恵町一般会計補正予算（第２号）につきまして、地方自治法第２１８条第１項の規定

により本議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で御説明いたします。別冊の

１ページをお願いいたします。 

 平成２９年度須恵町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算

の補正第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５,３７８万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ８４億４,４７７万８,０００円とするものです。２項、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び金額等は、第１表歳入歳出予算補正によります。債務負担行為の補正第２条、債

務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正によります。 
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 次の２ページをお願いいたします。第１表になります。 

 歳入の主な補正を申し上げます。１３款２項国庫補助金８９８万９,０００円の補正です。こ

れは、社会保障・税番号制度システム整備に係る国庫補助金でございます。１６款１項寄附金

７５０万円の補正、篤志寄附金といたしまして、水戸病院の吉松秀則様から御寄附をいただいて

おりますことと、ふるさと応援寄附金といたしまして、ネットＰＲ拡充を図りました成果による

増額補正でございます。１８款１項繰越金３,３３８万２,０００円の補正。これは２８年度決算

実質収支額２億５,９２９万７,０００円から、補正財源といたしまして、一部計上する補正でご

ざいます。１９款諸収入３項雑入では３８９万２,０００円を補正しております。 

 ３ページをお願いします。歳出でございます。 

 まず、人件費につきましては、当初予算編成後、４月の職員人事異動によりまして不足します

職員給与、または不要となりました９件の費目を今回、補正させていただいております。 

 それでは、それ以外の主な補正を申し上げます。２款１項総務管理費補正額２,０４６万

９,０００円。主なものといたしましては、議案第５４号で提出いたしました名誉町民推戴に要

します予算、ほかふるさと応援寄附金記念品に要します予算、社会保障・税番号制度システム整

備に要します予算などでございます。 

 次に、２項徴税費、補正額６２４万６,０００円、固定資産税過誤納還付金が主な内容でござ

います。３款１項社会福祉費補正額３７３万７,０００円。主なものといたしましては、旧アザ

レア幼児園の電気設備改修及び後期高齢者医療特別会計への事務費繰出金でございます。次の

２項児童福祉費、補正額８４６万８,０００円。アザレア幼児園、れいんぼー幼児園の修繕及び

臨時雇い賃金が主な内容でございます。 

 ７款１項商工費、減額補正２９１万４,０００円。ここには、１２月に東京国際フォーラムで

開催されます町イチ村イチ２０１７に参加出店するための予算を計上しておりますが、あわせて、

別目で不要となりました人件費、嘱託員給与を減額しておりますので、総額では減額となってお

ります。 

 １０款教育費補正額４７０万円。１項では教員数の増に伴いますパソコン借上料、２項では第

一小学校のテニスコート設置工事、５項では、類似公民館施設整備補助金などが主な内容でござ

います。 

 最後に、４ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為補正、２件の追加でございます。１件目は確定申告書などの資料をスキャ

ナー、イメージ化して検索を容易にいたします課税資料ファイリングシステムの借上料でござい

ます。期間は平成２９年度から３４年度まで、限度額を１,０５０万円とするものでございます。

２件目は粕屋南部消防組合の平成２８年度の起債借り入れの償還分負担金といたしまして、平成
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２９年度から３３年度まで、１,１９４万９,０００円の債務負担行為を追加するものでございま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第５６号については、議長を除く１３人で構成する予算審査特別委員会を

設置し、これに付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号平成２９年度須恵町一般会

計補正予算（第２号）を予算審査特別委員会に付託します。 

 なお、正副委員長については、決算審査特別委員会同様、委員長に今村桂子君、副委員長に松

山力弥君であります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第５７号

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第５７号平成２９年度須恵町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の１３ページをお願いいたします。議案第５７号平成２９年度

須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてでございます。 

 地方自治法の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。内容につき

ましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の２３ページをお願いいたします。平成２９年度須恵町の国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）は次に定めるところによる。歳入歳出の予算の補正、第１条歳入歳出予算の総

額にそれぞれ４６５万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３８億２,０６５万

４,０００円とするものです。 

 第２項で款項の区分及び金額は、次のページの第１表、歳入歳出予算補正によるとしておりま

す。 

 次のページ、２４ページをお願いします。まず、歳入からです。９款の繰越金４６５万

４,０００円は前年度の繰越金です。 

 続いて、２５ページ、歳出です。９款諸支出金１項償還金及び還付加算金６８５万

３,０００円の増額補正は、療養給付費交付金返還金で、交付金額が確定し、超過額を診療報酬

支払基金へ返還するものです。１０款予備費２１９万９,０００円は、収支調整のための減額補

正です。 

 以上です。よろしくお願いします。 
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○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 よって、議案第５７号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号平成２９年度須恵町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第５８号

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第５８号平成２９年度須恵町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  議案書の１４ページをお願いします。議案第５８号平成２９年度須恵

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてでございます。 

 地方自治法の規定により、別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものです。内容につき

ましては、別冊の平成２９年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の３０ページをお願いいたします。平成２９年度須恵町の後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出の予算の補正第１条、歳入歳出予算

の総額にそれぞれ２３３万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３億１,４３３万

７,０００円とするものです。第２項で、款項の区分及び金額は、次のページの第１表歳入歳出

予算補正によるとしております。今回の補正は、職員の人事異動に伴い、不足する人件費に関連

する補正を行っております。 

 次のページの３１ページをお願いします。まず、歳入からです。３款１項他会計繰入金は、一

般会計から人件費分の事務費繰入金２３３万７,０００円の増額補正を行っています。 

 次に歳出です。３２ページをお願いします。１款１項総務管理費は、職員の人件費２３３万

７,０００円を増額補正しております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 よって、議案５８号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５８号平成２９年度須恵町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第５９号

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第５９号平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補



21 

正予算（第１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは、議案書の１５ページをお願いいたします。議案第

５９号平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度須恵町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）を別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の３７ページをお願いします。平成２９年度須恵町の公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ２８万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１１億７２８万１,０００円とするものでございます。第２項歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によ

り御説明いたします。 

 ３８ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正、歳入です。６款１項繰越金、補正額

２８万１,０００円は収支調整により増額するものでございます。 

 ３９ページをお願いします。歳出です。２款１項下水道事業費、補正額２８万１,０００円は、

マンホールポンプの追加に伴う増額でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 よって、議案第５９号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５９号平成２９年度須恵町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第６０号

○議長（三  良人）  日程第１８、議案第６０号平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは、議案書の１６ページをお願いいたします。議案第

６０号平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２９年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を別冊のとおり提出し、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の４４ページをお願いします。第１条、平成２９年度須恵町の水道事業会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予

定額を次のとおり補正するものでございます。支出、第１款第１項営業費用、補正額２３万円、
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主なものは、労務単価のアップによります保証費等の増額でございます。第３条、予算第４条に

定めた資本的収入の予定額を、次のとおり補正するものでございます。収入、第１款第２項企業

債、補正額１,３００万円は、緊急時用連絡管等に伴う企業債の増額でございます。第３項国庫

補助金、補正額マイナス１,３２４万４,０００円は、同じく、緊急時用連絡管等に伴う補助金確

定による減額でございます。第３条の括弧書きで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額１億５,０４７万円は、損益勘定留保資金で補填するものでございます。 

 次の４５ページをお願いします。第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補

正するものでございます。起債の目的、水道事業債、変更前限度額１億５,２２０万円を、変更

後１億６,５２０万円に、緊急時用連絡管等に伴う企業債の増額でございます。起債の方法、比

率、償還の方法等の変更はございません。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 よって、議案第６０号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６０号平成２９年度須恵町水道事

業会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．報告第２号

○議長（三  良人）  日程第１９、報告第２号平成２８年度須恵町健全化判断比率の報告につい

てを議題とします。報告を求めます。満行総務課理事。 

○総務課理事（満行  誠）  それでは、議案書は１７ページをお願いいたします。報告第２号平

成２８年度須恵町健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、監査委員の意見をつけ

て別紙のとおり報告いたします。 

 次の１８ページをお願いいたします。一般会計の実質赤字比率及び特別会計、水道事業会計を

含めましたところの連結実施赤字比率については、赤字はございません。次に、実質公債費比率

ですが７.４％、前年度が７.６％でしたので、０.２ポイント、よいほうへ下がりました。将来

負担比率は４２.６％、こちらのほうは財政調整基金を取り崩したことが影響しまして、８.７ポ

イント上昇いたしましたが、この基準は３５０％でございますので、十分範囲内の比率でござい

ます。 

 なお、別冊の決算審査意見書では、監査委員に書類審査していただきましたところ、以上の比

率について、適正である旨の御意見をいただいております。 
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 以上のとおり、報告いたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。

よって、報告済みとします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．報告第３号

○議長（三  良人）  日程第２０、報告第３号平成２８年度須恵町公営企業の資金不足比率の報

告についてを議題とします。報告を求めます。世利上下水道課長。 

○上下水道課長（世利 昌信）  それでは、議案書の１９ページをお願いいたします。報告第３号

平成２８年度須恵町公営企業の資金不足比率の報告についてでございます。 

 平成２８年度須恵町公営企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見をつけて別紙のとおり報告するものでござい

ます。 

 ２０ページをお願いいたします。１、平成２８年度公営企業の資金不足比率でございます。特

別会計の名称、水道事業会計、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の３会計と

も、資金不足比率には該当しませんので御報告いたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。―質疑なしと認めます。よ

って、報告済みとします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．諮問第１号

○議長（三  良人）  日程第２１、諮問第１号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。提

案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  諮問第１号、２１ページでございます。人権擁護委員の推薦についてでご

ざいますが、人権擁護委員を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして、

本議会の意見を求めるものでございますが、現人権擁護委員であります丸山信行幸氏が１２月

３１日をもって任期満了となるために、その後任を推薦するというものでございますが、丸山氏

については再任をお願いしたい。 

 住所が糟屋郡須恵町大字旅石７２番地、氏名、丸山信幸、生年月日、昭和２４年７月４日生ま

れ、６８歳でございます。任期は平成３０年１月１日から３年ということでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。討論を省略し、これより採決を行います。本案に

御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  全員起立であります。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦については、

原案のとおり可決し賛成することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．諮問第２号

○議長（三  良人）  日程第２２、諮問第２号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。提

案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  諮問第２号、同じく人権擁護委員の推薦でございますが、この方は、木下

澄子さん、現在の人権擁護委員ですが、退任のために後任を選任するものでございます。 

 住所が糟屋郡須恵町大字旅石８７９番地の３、氏名が米倉清美、生年月日、昭和４０年４月

１４日生まれ、任期は平成３０年１月１日から３年ということでございます。経歴については次

のページに載せておりますので、参照していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。討論を省略し、これより採決を行います。本案に

御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、諮問第２号人権擁護委員の推薦については、

原案のとおり可決し賛成することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三  良人）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月７日午前９時から行います。 

 本日は、これにて散会します。 

午前11時38分散会 

────────────────────────────── 


